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ライチョウ保護増殖事業計画 
 
           平成 24 年 10 月 31 日 

文部科学省 
農林水産省 
環 境 省 

 

第１ 事業の目標 
 

 ライチョウ（Lagopus mutus japonicus）は、種ライチョウ（Lagopus mutus）の中

で、最も南に隔離分布する日本固有亜種で、本州中部の頸城山塊、北アルプ

ス、乗鞍岳、御嶽山及び南アルプスの高山帯で繁殖し、冬には亜高山帯にも

降りて生活する。日本の山岳生態系を象徴する種であり、日本の生物多様性

を保全していくためにも重要な種の一つである。 

本亜種は、約２万年前の最終氷期に大陸から日本列島に移動してきて以後、

山岳ごとに異なる遺伝子組成を持った個体群に分化していることが、ミトコ

ンドリアＤＮＡの解析から明らかになっている。また、最近の調査からは、

山岳の個体群ごとに、一腹卵数、営巣環境、餌内容、なわばりの広さ等に違

いがあることが分かってきた。 

本亜種の生息については、かつては、中央アルプス、白山、八ヶ岳及び蓼

科山にも生息していた記録があるが、これらの山岳の個体群は絶滅している。

ただし、平成 21 年には、白山で 70 年ぶりに雌１羽が確認され、その１羽は

その後も３年間にわたり生息が確認されている。 

全国の個体数は、1984 年以前に 20 年かけた調査から約 3,000 羽と推定さ

れたが、同じ方法で行われた最近の調査では 2,000 羽以下に減少していると

推定されている。 

キツネ・カラス等捕食者となり得る種の本亜種の生息地への分布拡大、登

山者によるごみの放置や不適切なし尿処理等の山岳環境の汚染に起因する細

菌・ウイルス等の感染、開発による生息地の減少や分断、本亜種の生息地に

従来生息していなかったニホンジカ等の野生動物の分布が拡大し、高山植生

が採食されることによる生息環境の劣化等の様々な要因が本亜種の生息に影

響を及ぼすことが懸念されている。また、長期的には気候変動により、本亜

種の生息適地が減少する可能性も指摘されている。本亜種の生息を圧迫して

いる要因を特定することは現時点では困難であるが、今後の調査分析により

その要因を明らかにし、その後の対策を講じていくことが大きな課題となっ

ている。 
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 本事業は、山岳ごとに本亜種の生息状況をより詳細に把握し、生息を圧迫

する要因を明らかにすることにより、その軽減及び除去を行い、本亜種の生

息に必要な環境の維持及び改善を図るとともに、野生個体数の急激な減少も

想定して、飼育繁殖技術を確立し、繁殖個体の適切な方法による再導入等を

検討すること等により、本亜種が自然状態で安定的に存続できる状態とする

ことを目標とする。 

 
 

第２ 事業の区域 
 

 新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県及び静岡県における本

亜種の分布域（かつて分布域であった地域を含む。）並びに第３の３により

飼育下における繁殖を行う区域 
 

 

第３ 事業の内容 
 

１ 生息状況等の把握 

 本事業を適切かつ効果的に実施するため、以下の調査を本亜種の生息する山

岳ごとに行うことにより、本亜種及び本亜種を取り巻く状況に関する情報の収

集及び実態の把握に努める。調査の実施に際しては、研究者のほか、山岳関係

者、登山者等からも目撃情報等を収集するよう努める。 

 

（１）生息状況の調査及びモニタリング 

   本亜種の分布域、個体数、生息密度等の生息状況を把握するための調査

及び定期的なモニタリングを行う。なお、本亜種の個体数については、あ

る程度の年変動があることが確認されていることから、継続的なモニタリ

ングを行う。 

 

（２）山岳ごとの個体群の生態等の把握 

 本亜種については、最近の調査によって山岳ごとに生態等に違いがある

ことが指摘されているため、本亜種の山岳ごとの個体群の食性及び採餌行

動、繁殖時期及び繁殖生態、繁殖成功率、死亡率、若鳥の移動分散等の本

事業を実施するに当たって必要となる基本的な情報を把握する。 

 また、過去及び現在の分布域における個体から得られる羽や血液等の試

料について遺伝子解析を進め、山岳ごとの個体群の遺伝的多様性、その変
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化等を把握する。 

 

（３）個体群の維持に影響を及ぼす要因の把握 
   一部の山岳では本亜種の個体数の明らかな減少傾向が確認されているこ

とから、実際に個体数が減少している山岳において、減少要因を解明する

ための調査等を実施する。 
   また、本亜種への影響が懸念される感染症の原因菌等について、本亜種

における保有状況、本亜種を取り巻く生息環境への侵入状況等を把握する。 
 

（４）生息に適する環境等の把握 

 （１）から（３）までの調査結果に基づき、本亜種の過去及び現在の分

布域における生息に適した環境を山岳ごとに明らかにし、環境収容力の推

定を行うとともに、本亜種と本亜種を取り巻く生態系との関係を把握する。 

 また、本亜種の生息環境として重要な高山植生の分布域と気候変動との

関係を把握するため、長期的なモニタリングに努める。 
 

２ 生息地における生息環境の維持及び改善 

 本亜種の自然状態での安定した存続のためには、営巣場所、隠れ場及び餌

場として利用されるハイマツその他の高山植生等本亜種を取り巻く生態系全

体を良好な状態に保つことが必要である。このため、１で得られた知見等に

基づき、本亜種の生息環境の悪化、個体数の減少等を防止するための効果的

な対策の検討や、本亜種の生息及び繁殖に適した環境の維持及び改善を図る

ための取組を進める。 

  

（１）生息地における巡視等 

 本亜種への不用意な接近、ペットの持込み等、本亜種の生息及び繁殖に

悪影響を及ぼすおそれのある行為を防止するために、本亜種の生息地及び

周辺地域における巡視、制札の整備等を行う。 
 

（２）従来生息していなかった野生動物等の侵入による影響の防止 

 高山植生を採食し、本亜種の生息環境に影響を及ぼすおそれのあるニホ

ンジカ等が、本亜種の生息地へと分布を拡大していることについて、その

分布状況及び影響を監視するとともに、本亜種の生息地及び周辺地域にお

いて、これらの種の侵入防止策について検討を行い、本亜種の生息地とし

て重要な場所からの排除及び侵入防止を図る。 

 また、生ゴミの放置等の人為的な要因によるキツネ、カラス等の捕食者

の本亜種の生息地への侵入防止に努める。 
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 あわせて、山岳環境の維持・改善等を図ることにより、本亜種への影響

が懸念される感染症の侵入を防止する。 
 

３ 飼育下での繁殖及び再導入等の検討 

 一部の山岳においては、本亜種の分布域の縮小及び個体数の減少が確認さ

れており、感染症等により、個体数が急激に減少する可能性があることを考

慮して対策を講ずる必要がある。具体的には、健全な野生個体群が存在する

今の段階から、飼育繁殖技術の確立及び飼育下における生態的知見の把握を

行い、一定の個体数の維持を図ることを目的として、繁殖に必要な体制の整

備等を行った上で飼育繁殖を実施する。 

 また、飼育繁殖によって得られた個体は、必要に応じて本亜種の生息地へ

の再導入等を検討する。なお、個体の飼育繁殖、再導入等に当たっては、飼

育下における繁殖による行動特性の変化、飼育個体同士又は再導入等した個

体から野生個体群への病原体の感染等の飼育個体群及び野生個体群の存続を

圧迫するおそれがある要因にも十分留意し、適切な飼育繁殖及び再導入等の

方法を確立する。 
 

４ 普及啓発等の推進 

 本亜種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、国及び関係地方公

共団体、各種事業活動を行う事業者並びに関係地域の住民及び山岳利用者を

始めとする国民の理解及び協力が不可欠である。このため、本亜種の生息状

況及び保護の必要性、山岳を利用する際の留意事項、本亜種に影響を及ぼす

動物の侵入防止策の必要性、本事業の実施状況等に関する普及啓発及び情報

発信を、本亜種の生態、飼育繁殖技術等に関する専門的な知識を有する者、

地元の保護活動団体、観光関係者等の協力を得ながら進め、本亜種の保全に

対する配慮及び協力を働きかけ、地域の自主的な保護活動の展開が図られる

よう努める。 
 

５ 効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、国、関係地方公共団体、本亜種の生態、飼育

繁殖技術等に関する専門的な知識を有する者、地元の保護活動団体、観光関

係者、地域の住民等関係者間の連携を図り、効果的に事業が推進されるよう

努める。  


